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告 示

島根県告示第265号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第42条第１項の規定により、次のとおり農業委員会ネットワーク機

構を指定したので、同条第２項の規定により告示する。

平成28年４月１日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 農業委員会ネットワーク機構の名称及び住所

一般社団法人島根県農業会議

松江市黒田町432番地１

２ 農業委員会ネットワーク機構の事務所の所在地

松江市黒田町432番地１
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